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※システムなどの都合により各種通知などの元号
が平成として表記されている場合があります。

　
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
、
要

介
護
（
支
援
）
の
認
定
を
受
け
て

い
る
方
お
よ
び
事
業
対
象
者
に
交

　
出
先
で
急
に
具
合
が
悪
く
な
る

な
ど
、
や
む
を
得
な
い
事
情
で
保

険
医
療
機
関
の
窓
口
に
被
保
険
者

証
を
提
示
せ
ず
医
療
を
受
け
た
と

き
や
、
医
師
の
指
示
で
コ
ル
セ
ッ

ト
な
ど
の
治
療
用
装
具
を
作
っ
た

と
き
は
、
世
帯
主
か
ら
の
申
請
に

よ
っ
て
、
後
か
ら
保
険
給
付
の
払

い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
【
手
続
き
方
法
】
被
保
険
者
証
、

領
収
書（
原
本
）、世
帯
主
名
義
口

座
番
号
、
認
め
印
、
次
の
①
～
⑤

の
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
書
類
を
添
え

て
、
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険

係
（
市
役
所
１
階
）
へ
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
審
査
の
た
め
、

払
い
戻
し
に
は
３
カ
月
程
度
か
か

り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い

　
①
被
保
険
者
証
を
提
示
せ
ず
に

病
院
な
ど
に
か
か
っ
た
と
き
＝
受

診
し
た
病
院
、
薬
局
が
発
行
し
た

診
療
（
調
剤
）
報
酬
明
細
書 
（
レ

セ
プ
ト
）

　
②
治
療
用
装
具
（
ギ
プ
ス
、
コ

ル
セ
ッ
ト
、
小
児
弱
視
治
療
用
眼

鏡
、
弾
性
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
な
ど
）

＝
医
師
の
診
断
書
（
靴
型
装
具
の

場
合
は
、
実
際
に
装
着
す
る
現
物

で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
写

真
）
　
③
海
外
療
養
費
＝
診
療
内
容
明

細
書（
日
本
語
訳
）、領
収
明
細
書

（
日
本
語
訳
）、調
査
に
関
わ
る
同

意
書
、
パ
ス
ポ
ー
ト

　
④
柔
道
整
復
師
の
施
術
料
＝
治

療
明
細
書

　
⑤
医
師
が
認
め
た
、
は
り
、
灸
、

マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
の
施
術
料
＝
医

師
の
同
意
書

　
※
④
・
⑤
は
受
領
委
任
払
い
の

場
合
、
市
か
ら
直
接
施
術
者
へ
支

払
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

７
３
３
へ
。

付
し
て
い
る
「
介
護
保
険
負
担
割

合
証
」
が
、
８
月
１
日
（
木
）
を

基
準
日
と
し
て
一
斉
更
新
さ
れ
ま

す
。
　
８
月
１
日
か
ら

使
用
す
る
新
し
い

「
介
護
保
険
負
担

割
合
証
」
は
、
７

月
末
ま
で
に
郵
送

し
ま
す
。
こ
れ
ま

で
使
用
し
て
い
た

負
担
割
合
証
は

「
黄
色
」
で
し
た

が
、
８
月
１
日
か

ら
使
用
す
る
新
し

い
負
担
割
合
証
は

「
水
色
」
に
な
り

ま
す
の
で
、
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
８
月
１
日
以
降

に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と

き
は
、
必
ず
「
介
護
保
険
被
保
険

者
証
（
緑
色
）」
と
と
も
に
、
新
し

い
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
（
水

色
）」を
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
８
月
１
日
以
降
に
、
古
い
「
介

護
保
険
負
担
割
合
証（
黄
色
）」で

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
と
、
差
額
分
の
納
付
や
払
い
戻

し
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
【
交
付
対
象
】要
介
護（
支
援
）認

定
を
受
け
た
方
お
よ
び
事
業
対
象

者
　
【
交
付
時
期
】原
則
年
１
回（
８

月
１
日
）。
た
だ
し
、住
民
税
の
所

得
更
正
な
ど
に
よ
り
負
担
割
合
が

変
更
に
な
っ
た
方
や
、
新
た
に
要

介
護
（
支
援
）
認
定
を
受
け
た
方

な
ど
に
は
、
随
時
交
付
し
ま
す

　
【
適
用
期
間
】８
月
１
日（
新
た

に
認
定
を
受
け
た
方
は
申
請
日
）

～
２
年
７
月　
日
３１

◎
利
用
者
負
担
割
合
の
判
定
方
法

に
つ
い
て

　
左
上
表
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
介
護
保
険
被
保
険
者
証
や
負
担

割
合
証
を
紛
失
・
汚
損
し
た
と
き

　
申
請
に
よ
り
、
郵
送
ま
た
は
介

護
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
）
の
窓

口
で
再
交
付
し
ま
す
。
な
お
、
同

課
で
被
保
険
者
本
人
が
直
接
再
交

付
証
を
受
け
取
る
場
合
は
、
次
の

①
と
②
が
必
要
で
す
。

　
①
本
人
確
認
が
で
き
る
身
元
確

認
書
類
（
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ

ー
ト
な
ど
）②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個

人
番
号
）が
確
認
で
き
る
書
類（
個

人
番
号
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）

　
ま
た
、
被
保
険
者
と
同
一
世
帯

の
方
が
代
理
で
再
交
付
手
続
き
を

す
る
場
合
は
、
前
記
①
と
②
に
加

え
、
代
理
人
の
身
分
証
明
書
が
必

要
で
す
（
同
一
世
帯
の
確
認
が
取

　
幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど

も
園
な
ど
を
利
用
す
る
３
歳
～
５

歳
の
児
童
の
利
用
料
が
無
償
化
さ

れ
ま
す
。

　
※
０
歳
～
２
歳
の
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
児
童
も
対
象
に
な
り
ま

す
。
　
※
施
設
の
類
型
に
よ
っ
て
は
、

上
限
額
が
あ
り
ま
す
。

　
※
通
園
送
迎
費
、
行
事
費
な
ど

は
、
こ
れ
ま
で
通
り
保
護
者
の
負

担
で
す
。

　
給
食
費
の
実
費
徴
収
に
つ
い
て

も
制
度
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園

◎
新
制
度
に
移
行
し
て
い
な
い
幼

稚
園
　
【
対
象・利
用
料
】
満
３
歳
か
ら

小
学
校
入
学
前
ま
で
、
月
額
２
万

５
７
０
０
円
ま
で
の
範
囲
が
無
償

化
さ
れ
ま
す

　
【
申
請
手
続
き
】申
請
書
を
提
出

し
て
、
市
か
ら
認
定
を
受
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す

　
【
給
食
副
食
費
（
お
か
ず
代
な

ど
）】年
収
３
６
０
万
円
未
満
相
当

世
帯
の
副
食
費
に
つ
い
て
、
保
護

者
の
負
担
が
免
除
さ
れ
ま
す

◎
新
制
度
に
移
行
し
た
幼
稚
園
・

認
定
こ
ど
も
園

　
【
対
象・利
用
料
】
１
号
認
定
児

は
満
３
歳
か
ら
、
２
号
認
定
児
は

３
歳
児
ク
ラ
ス
か
ら
の
利
用
料
が

無
償
化
さ
れ
ま
す

　
【
申
請
手
続
き
】
不
要

　
【
給
食
副
食
費
（
お
か
ず
代
な

ど
）】年
収
３
６
０
万
円
未
満
相
当

世
帯
の
副
食
費
に
つ
い
て
、
保
護

者
の
負
担
が
免
除
さ
れ
ま
す

◎
預
か
り
保
育

　
【
対
象・利
用
料
】
幼
稚
園
の
利

用
に
加
え
て
預
か
り
保
育
を
利
用

す
る
場
合
は
、
利
用
日
数
に
応
じ

て
、
月
額
１
万
１
３
０
０
円
ま
で

の
範
囲
が
無
償
化
さ
れ
ま
す

　
【
申
請
手
続
き
】申
請
書
と
保
育

の
必
要
性
を
証
明
す
る
書
類
を
提

出
し
て
、
市
か
ら
「
保
育
の
必
要

性
の
認
定
」
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す

　
【
ご
注
意
】「
保
育
の
必
要
性
の

認
定
」
の
要
件
は
、
就
労
な
ど
、

認
可
保
育
所
の
利
用
と
同
等
の
要

件
で
す

認

可

保

育

所

　
【
対
象・利
用
料
】
▼
３
歳
～
５

歳
児
ク
ラ
ス
の
児
童
＝
小
学
校
入

学
前
ま
で
、
利
用
料
が
無
償
化
さ

れ
ま
す
▼
０
歳
～
２
歳
児
ク
ラ
ス

の
児
童
＝
住
民
税
非
課
税
世
帯
を

対
象
と
し
て
利
用
料
が
無
償
化
さ

れ
ま
す

　
【
申
請
手
続
き
】
不
要

　
【
給
食
副
食
費
（
お
か
ず
代
な

ど
）】年
収
３
６
０
万
円
以
上
相
当

世
帯
は
副
食
費
が
保
護
者
の
負
担

に
な
り
ま
す

　
※
公
立
・
公
設
民
営
保
育
所
は

市
が
徴
収
し
、
私
立
保
育
所
は
園

が
徴
収
し
ま
す
。

小
規
模
保
育
、
家
庭
的

保
育
、
居
宅
訪
問
型
保

育
、
事
業
所
内
保
育

　
【
対
象・利
用
料
】
０
歳
～
２
歳

児
ク
ラ
ス
の
住
民
税
非
課
税
世
帯

の
児
童
に
つ
い
て
、
利
用
料
が
無

償
化
さ
れ
ま
す

　
【
申
請
手
続
き
】
不
要

認
可
外
保
育
施
設

　
【
対
象・利
用
料
】
▼
３
歳
～
５

歳
児
ク
ラ
ス
の
児
童
＝
月
額
３
万

７
０
０
０
円
ま
で
の
利
用
料
が
無

償
化
さ
れ
ま
す
▼
０
歳
～
２
歳
児

ク
ラ
ス
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

児
童
＝
月
額
４
万
２
０
０
０
円
ま

で
の
利
用
料
が
無
償
化
さ
れ
ま
す

　
【
申
請
手
続
き
】申
請
書
と
保
育

の
必
要
性
を
証
明
す
る
書
類
を
提

出
し
て
、
市
か
ら
「
保
育
の
必
要

性
の
認
定
」
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す

　
【
ご
注
意
】保
育
所
、認
定
こ
ど

も
園
な
ど
に
在
籍
し
て
い
る
方
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
▼
「
保
育
の

必
要
性
の
認
定
」
の
要
件
は
、
就

労
な
ど
、
認
可
保
育
所
の
利
用
と

同
等
の
要
件
で
す

一
時
預
か
り
事
業
、病
児
保 

育
事
業
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・ 

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業

　
【
対
象・利
用
料
】
▼
３
歳
～
５

歳
児
＝
月
額
３
万
７
０
０
０
円
ま

で
の
利
用
料
が
無
償
化
さ
れ
ま
す

▼
０
歳
～
２
歳
の
住
民
税
非
課
税

世
帯
の
児
童
＝
月
額
４
万
２
０
０

０
円
ま
で
の
利
用
料
が
無
償
化
さ

れ
ま
す

　
【
申
請
手
続
き
】市
か
ら「
保
育

の
必
要
性
の
認
定
」
を
受
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
子
育
て
支
援
課

（
市
役
所
１
階
）
で
申
請
書
の
配

布
・
受
け
付
け
を
行
い
ま
す

　
【
申
請
期
間
】８
月
１
日（
木
）～

９
月　
日
（
金
）
の
午
前
８
時
半

２０

～
午
後
５
時　
分
（
土
曜
・
日
曜

１５

日
、
祝
日
を
除
く
）

　
【
ご
注
意
】年
齢
は
４
月
１
日
時

点
で
す
▼
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も

園
な
ど
に
在
籍
し
て
い
る
方
は
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
▼
「
保
育
の
必

要
性
の
認
定
」
の
要
件
は
、
就
労

　
国
民
健
康
保
険
は
、
私
た
ち
の

健
康
と
生
命
を
守
る
大
切
な
制
度

で
す
。
国
民
健
康
保
険
の
健
全
な

運
営
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◎
一
般
被
保
険
者

　
【
診
療
件
数
】２
万
３
２
２
１
件

　
【
診
療
費
】５
億
９
５
０
５
万
６

８
８
０
円
（
前
年
度
比
１
０
２
・

３
％
）
▼
１
件
当
た
り
の
金
額
＝

２
万
５
６
２
６
円

◎
退
職
被
保
険
者

　
【
診
療
件
数
】　

件
５１

　
【
診
療
費
】　

万
３
３
５
０
円

５４

（
前
年
度
比
５
・
０
％
）
▼
１
件

当
た
り
の
金
額
＝
１
万
６
５
４
円

　
※
出
典
は
国
民
健
康
保
険
毎
月

事
業
状
況
報
告
（
４
月
報
）。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
３
へ
。

　
　
歳
以
上
の
方
を
対
象
と
し
た
、

６５
平
成　
年
度
の
介
護
保
険
料
額
決

３１

定
通
知
書
を
、
７
月　
日
（
水
）

１０

に
送
付
し
ま
す
。

　
保
険
料
の
納
付
方
法
に
つ
い
て

は
、
受
給
し
て
い
る
年
金
か
ら
天

引
き
に
な
る
方
と
、
指
定
さ
れ
た

納
期
限
ま
で
に
、
納
付
書
や
口
座

振
替
な
ど
の
方
法
に
よ
り
納
め
て

い
た
だ
く
方
が
い
ま
す
。
同
決
定

通
知
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、
保
険

料
額
や
保
険
料
の
納
付
方
法
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
納
付
書
で
納
め
る
方
は
、
市
役

所
本
庁
舎
お
よ
び
各
連
絡
所
の
ほ

か
、
銀
行
や
郵
便
局
（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
）
な
ど
の
各
金
融
機
関
、
全

国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
付
を
お
願
い
し
ま
す
（
た
だ
し
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
納

付
は
納
期
限
ま
で
に
納
付
す
る
場

合
に
限
り
ま
す
）。
ま
た
、日
中
に

外
出
す
る
こ
と
が
難
し
い
方
、
納

め
忘
れ
が
心
配
な
方
は
、
便
利
な

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
◎
保
険
料
額
の
決
ま
り
方
＝　
６５

歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
額
は
、

市
全
体
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に

要
す
る
費
用
が
賄
え
る
よ
う
算
出

さ
れ
た
「
基
準
額
」
を
基
に
算
定

さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
基
準
額
に
、
被
保
険
者
本

人
や
世
帯
員
の
前
年
中
の
所
得
な

ど
に
応
じ
、
第
１
段
階
か
ら
第　
１３

段
階
に
設
定
さ
れ
た
保
険
料
率
を

乗
じ
る
こ
と
で
、
介
護
保
険
料
は

算
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
◎
低
所
得
の
方
の
保
険
料
の
軽

減
に
つ
い
て
＝　
月
か
ら　
％
に

１０

１０

引
き
上
げ
ら
れ
る
予
定
の
消
費
税

の
増
税
分
を
財
源
と
し
て
、
今
年

度
分
よ
り
、
非
課
税
世
帯
の
世
帯

員
で
あ
る　
歳
以
上
の
方
の
保
険

６５

料
の
軽
減
措
置
（
引
き
下
げ
）
が

実
施
さ
れ
ま
す
。
所
得
段
階
が
第

１
段
階
か
ら
第
３
段
階
ま
で
の
方

が
対
象
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
同

決
定
通
知
書
に
は
、
軽
減
後
の
保

険
料
額
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
軽

減
を
受
け
る
に
当
た
り
申
請
な
ど

は
不
要
で
す
。

　
◎
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
＝
介

護
保
険
制
度
は
、　

歳
以
上
の
方

６５

が
納
め
る
保
険
料
の
ほ
か
、　

歳
４０

～　
歳
の
方
が
公
的
医
療
保
険
の

６４
保
険
料
と
併
せ
て
納
め
て
い
る
保

険
料
、
納
税
者
全
員
が
負
担
す
る

公
費
（
税
金
）
を
財
源
と
し
、
多

れ
な
い
場
合
は
、
再
交
付
証
を
窓

口
で
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
）。

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
☎
４
７

０・７
７
５
０
ま
た
は
☎
４
７
０・

７
８
１
８
へ
。

く
の
方
が
負
担
を
分
か
ち
合
う
こ

と
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
負
担
の
公
平
性
を
保
つ

た
め
、
保
険
料
を
滞
納
し
た
方
に

は
、
そ
の
滞
納
の
期
間
に
応
じ
て
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
た
際

の
保
険
給
付
に
一
定
の
制
限
を
設

け
る
措
置（
自
己
負
担
割
合
の
引

き
上
げ
や
一
部
給
付
の
差
し
止
め

な
ど
）を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
介
護
保
険
は
介
護
が
必
要
に
な

っ
た
と
き
に
、
誰
も
が
安
心
し
て

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
の
制
度
で
あ
り
、
介
護

を
受
け
る
本
人
だ
け
で
な
く
、
そ

の
家
族
に
か
か
る
負
担
を
軽
く
す

る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

　
保
険
料
の
納
期
内
納
付
に
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
保
険
係

☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
４

９
１
０
・
４
９
１
１
）
へ
。

月
１
日
か

　

月
１
日
か
らら

１０１０幼
児
教
育
・
保
育
の
利
用
料
制
度
が
変
わ
り
ま

幼
児
教
育
・
保
育
の
利
用
料
制
度
が
変
わ
り
ま
すす

新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新
ししししししししししししししししししししし
新
し
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「
介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介
護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護
保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保
険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険
負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負
担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担
割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割
合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合
証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証

「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」をををををををををををををををををををををを

送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送
付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付
ししししししししししししししししししししし
ままままままままままままままままままままま

送
付
し
ま
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

国
民
健
康
保
険
か
ら
給
付
さ
れ
る
医
療

国
民
健
康
保
険
か
ら
給
付
さ
れ
る
医
療
費費

急
な
病
気
で
病
院
に
か
か
っ
た
と
き

急
な
病
気
で
病
院
に
か
か
っ
た
と
き
はは

国
民
健
康
保
険

平
成　

年
１
月
分
の
診
療
費
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

３１

平
成　

年
度
介
護
保
険
料
額

３１決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

利用者負担割合の判定方法

注）この内、単身世帯で280万円未満、２人以上世帯で346万円未満の方は１割負担となります。
※40歳～64歳（第２被保険者）の方は、所得にかかわらず１割負担です。

65歳以上（第１被保険者）の方
・住民税非課税者
・生活保護受給者
・合計所得金額が160万円未満の方

本人の合計所得金額が
160万円以上
220万円未満

同一世帯の第１号被保険者の
年金収入＋その他の合計所得金額が
・単身世帯で280万円未満の方
・２人以上世帯で346万円未満の方

本人の合計所得金額が
220万円以上

上記以外の方
同一世帯の第１号被保険者の
年金収入＋その他の合計所得金額が
・単身世帯で340万円未満の方
・２人以上世帯で463万円未満の方
上記以外の方

１
割
負
担

２
割
負
担

３
割
負
担

（注

　
７
月　
日
（
水
）
は
、
固

３１

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
第

２
期
、
国
民
健
康
保
険
税
第

１
期
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
第
１
期
、
介
護
保
険
料

第
１
期
の
納
期
限
で
す
。
最

寄
り
の
金
融
機
関
・
ゆ
う
ち

ょ
銀
行
（
郵
便
局
）・コ
ン
ビ

ニ
で
お
納
め
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７

０
・
７
７
２
９
へ
。

納
税
納
税
ににご

協
力

ご
協
力
をを

な
ど
、
認
可
保
育
所
の
利
用
と
同

等
の
要
件
で
す

就
学
前
の
障
害
児
の
発
達
支
援

　
満
３
歳
に
な
っ
て
初
め
て
の
４

月
１
日
か
ら
小
学
校
入
学
前
ま
で

の
３
年
間
、
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て
保
護
者
負
担
金
が
無

償
化
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
現
在

実
費
で
負
担
し
て
い
る
食
費
な
ど

は
、
こ
れ
ま
で
通
り
保
護
者
の
負

担
で
す
。

　
【
対
象
サ
ー
ビ
ス
】児
童
発
達
支

援
、
医
療
型
児
童
発
達
支
援
、
居

宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
、
保
育

所
等
訪
問
支
援
、
福
祉
型
障
害
児

入
所
施
設
、
医
療
型
障
害
児
入
所

施
設
　
【
申
請
手
続
き
】
不
要

共

通

事

項

　
詳
し
く
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
に
つ
い

て
は
児
童
青
少
年
課
☎
４
７
０
・

７
７
３
５
、
児
童
発
達
支
援
な
ど

に
つ
い
て
は
障
害
福
祉
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
、
そ
の
他
は
子
育

て
支
援
課
☎
４
７
０
・
７
７
４
５

へ
。


